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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
年
は
申
年
、「
申
」
と
い
う
漢
字
は
、「
雷
」

の
原
字
で
「
稲
妻
（
い
な
ず
ま
）」
を
表
し
た
文

字
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
稲
妻
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら

に
走
る
こ
と
か
ら
「
申
」
を
「
の
び
る
」
と
い
う

意
味
で
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
申
」
に
人

偏
（
に
ん
べ
ん
）
を
つ
け
る
と
「
伸
び
る
」
に
な

り
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
は
市
制
施
行
10
周
年
、
市
内
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
記
念
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、

な
か
で
も
、
七
色
帆
引
き
船
の
運
航
や
「
な
め
が

た
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
の
オ
ー
プ
ン
、

行
方
市
版
事
業
レ
ビ
ュ
ー
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
無
作
為
に
３
千
名
の
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
を
行
い
、
多
数
の
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
も
と
に
、
行
方

市
版
総
合
戦
略
と
第
二
次
総
合
計
画
の
策
定
を
進

め
て
い
ま
す
。
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
で
構

成
す
る
「
市
民
１
０
０
人
委
員
会
」、
有
識
者
等

で
構
成
す
る
「
な
め
が
た
未
来
の
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
」、
行
方
市
議
会
で
構
成
す
る
「
地
方
創
生

推
進
特
別
委
員
会
」、
行
方
市
の
庁
内
で
組
織
す

る
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
」
と
、
市

民
と
議
会
、
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
計
画
作
り
を

し
て
い
ま
す
。

市
長
の
あ
ま
ね
く
つ
ぶ
や
き

　
私
が
昨
年
の
当
初
に
掲
げ
た
漢
字
は
「
本
」

と
い
う
字
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
行
方
市
を
創

り
上
げ
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
会
議
や
行
事
を

実
施
し
、
行
方
市
の
基
「
本
」
と
な
る
年
に
な

る
よ
う
に
と
の
思
い
を
こ
め
て
選
び
ま
し
た
。

　
今
年
は
地
方
創
生
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト

し
、
総
合
戦
略
と
総
合
計
画
を
実
行
す
る
年
で

す
。
多
く
の
市
民
が
関
わ
り
創
り
上
げ
た
こ
の

計
画
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
市
民
の
協
力
が
必
須
で
あ
り
、

自
分
た
ち
の
地
域
や
行
方
市
で
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
自
分
事
と
し
て
捉
え
て
い
た
だ
く
こ
と

も
大
切
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
意
味
を
こ
め
て
、
私
が
掲
げ
る
今

年
の
漢
字
一
文
字
は
「
礎
」
に
し
ま
し
た
。
行

方
市
の
基
「
礎
」
と
な
る
計
画
の
初
年
度
を
迎

え
、
市
民
協
働
の
も
と
、
住
み
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
着
実
に
実
践
し
、行
方
の
子
供
た
ち
が
、

素
晴
ら
し
い
も
の
が
「
こ
こ
に
は
あ
る
」
と
胸

を
張
っ
て
自
慢
で
き
る
よ
う
な
市
に
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

行
方
市
長
　
鈴
木
周
也

市政に対する意見や
提案をメールでお寄
せください。

市長へのＥメール
投稿用２次元コード

～
十
年
今
昔
～
　市
制
施
行
10
周
年
を
迎
え
て

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください！
　マイナンバーの通知が開始された 10 月以降、マイナンバー制度に便乗した不審な電
話等に関する相談が増加しています。
　相談内容をみると、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち
掛けたりするなどの不審な電話に関するもののほか、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、
別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものも寄せられています。
　マイナンバーの関連であることを語ったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなも
のを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡
を取ったりしないでください。
　また、マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・
保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。そのほか、行政機関を名乗る者が自宅を訪
問し、電話をかけたりすることもありません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の
申し出があっても断ってください。 
　マイナンバーカード発行やセキュリティ対策に関して、代金を請求されることはなく、カードの取得は無料
となるため、万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。

－　まずはお電話を！　－
【問い合わせ】行方市消費生活センター　　℡　０２９１- ３４- ６４４６

はい、こちら行方市消費生活センター！


